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要   旨 
<陳情の要旨> 

2002年内閣府は障害者基本法第９条に障害者が社会、経済、文化その他あら

ゆる分野の活動に参加することを促進するため、障害者週間を設ける。障害者

週間は12月３日から12月９日までの１週間とする、「国及び地方団体は障害者

週間にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない」としています。 

三田市は2017年４月１日には障害者も健常者も共に生きる社会の実現のた

め、三田市みんなの手話言語条例が施行されました。 

国土交通省は障害者専用駐車場を公的機関が認定した身体障害者に限り優先

的に使用するパーキングパーミット制度を2006年採用し、2018年現在では全国

35府県に広がりました。 

兵庫県においても身体障害者に一層の社会参加の促進を図るため、「兵庫ゆ

ずりあい駐車場利用証」を発行し、健常者が駐車しないように指導をしていま

す。しかしながら身体障害者用駐車場を示す車いすマークの意味が理解され

ず、健常者が駐車するマナー違反が後を絶ちません。 

2015年千葉県の一般法人「障害者社会参画支援機構」の調査によれば、障害

者優先のパーキングエリアには８割が健常者の駐車であったと報告されていま

す。三田市においても同様な傾向が見られます。障害者にとって自家用車の利

用は必要不可欠です。 

 

<陳情事項> 

健常者も障害者も共に生きる社会の実現のため、障害者用駐車場には健常者

は駐車しない条例制定をして頂きますよう陳情申し上げます。 
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